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Ⅰ 上牧町の教育大綱の基本的な考え方 

１ はじめに  

  平成２７年４月「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の改正に伴い、教育の

目標や施策の根本的な方針を地方公共団体の長が定めることとなりました。 

  このことを受けて、本町では、「上牧町総合教育会議」を設置し、町長と教育委員会が

協議・調整し、「上牧町教育大綱（以下「教育大綱」）という。」を策定しました。 

 

 

２ 教育大綱の考え方  

  教育大綱は、教育基本法第１７条第１項の規定に基づく国の教育振興基本計画を参酌

するとともに、「上牧町第５次総合計画」及び「上牧町まち・ひと・しごと創生総合戦

略」にある教育に関する政策目標を踏まえ、本町の教育の目標や施策の根本的な方針を

定めるものです。 

 

 

３ 教育大綱の期間  

教育大綱の対象期間は、２０１７年度（平成２９年度）から２０２１年度（平成３３

年度）までの５年間とします。 

  なお、本大綱は策定の日から５年間をもって改訂の区切りとしますが、随時見直しの

機会を確保するものとします。 
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４ 教育大綱の位置づけ（イメージ図）  
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上牧町第５次総合計画 

上牧町の将来像 

「ほほ笑みあふれる 和のまちづくり」 

教育分野の計画 

上牧町教育大綱 

教育の目指す基本的な方向性 

（仮称）上牧町教育振興基本計画 

教育における現状・課題の分析 

 
 

教育のあるべき姿の実現のための施策の体系化 
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Ⅱ 上牧町の教育に関する基本的な方向性 

１ 基本理念  

 <教育の基本理念> 

上牧町の掲げる将来像「ほほ笑みあふれる 和のまちづくり」の実現に向けて、ま

ちづくりの基本である「町民参画と協働によるまちづくり」の考えをもとに、さらな

る“和”（連携体制）の構築を推進し、地域の未来を担う子どもたちの生きる力として

の「確かな学力」、「豊かな人間性」、「たくましい心身」を育む教育に情熱をかたむけ、

人間尊重の精神を養い、心身ともにたくましく豊かな人間性で、正々堂々と生きる子

どもを育てる教育の充実を図ります。 

   また、町民一人ひとりが変化するライフスタイルや多様なニーズに応じた学習をあ

らゆる場所で交流しながら自由に学び、学ぶことの喜びを感じるとともに、その成果

を社会に生かすことのできる生涯学習社会を築き、活力あるスポーツの振興や郷土の

歴史文化に誇りや愛着を持ち、次世代に継承していくまちづくりを進めます。 

 

 

【学校教育の目標】 

   人間尊重の精神を基盤とした教育の充実を図り、「知・徳・体」の調和のとれた教育

活動を行い、心身ともにたくましく豊かな人間性で、正々堂々と生きる子どもの育成

を目指します。 

   ◆生きる力としての「確かな学力」を育む教育の推進 

    ・確かな学力の向上 

    ・豊かな人間性の育成 

    ・たくましい心身の育成 

   ◆信頼される園・学校づくりの推進 

    ・魅力と活力のある園・学校づくり 

    ・教職員の指導力の向上 

    ・園、学校、家庭、地域が連携・協働 

 

【社会教育の目標】 

  誰もが明るく元気で暮らすため、学習機会の提供やスポーツ、芸術・文化活動への

支援など、生涯を通じてお互いに学び合い、一人ひとりが豊かな感性を育み、活力あ

る生涯学習社会づくりを目指します。 

   ◆家庭教育の充実 

   ◆生涯学習の推進 

   ◆生涯スポーツの推進 

   ◆人権教育の推進 

   ◆歴史文化の保護及び活用 

   ◆生涯学習指導者の資質の向上及び活用 
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２ 基本方針  

 

≪就学前教育≫ 上牧らしい幼児教育の環境づくり 

上牧らしい幼児教育環境を充実させ、多様化する社会ニーズや国際化に対応できる子

どもの育成を目指した環境づくりを推進します。 
  ○幼児教育の充実 

  ○子育て支援の充実 

  ○預かり保育の充実 

 

≪学校教育≫ 子どもの能力を伸ばすことのできる教育体制・環境づくり 

学校・家庭・地域が連携して、児童生徒一人ひとりの能力・学力を伸ばすことのでき

る教育体制・環境づくりを推進します。 
  ○学習環境の整備 

  ○子どもの学力向上支援 

  ○特別支援教育の充実 

  ○ふるさと教育の充実 

 

≪生涯学習≫ 誰もが学ぶことに喜びを感じることのできるまち・ひとづくり 

変化するライフスタイルや多様なニーズに応じた学びの場の提供により、子どもから

高齢者まで町内の人々が交流しながら自由に学び、学ぶことに喜びを感じられるまち・

ひとづくりを推進します。 

  ○生涯学習機会の充実 

  ○青少年の健全育成 

  ○多世代交流機会の創出 

 

≪生涯スポーツ≫ 誰もが気軽にスポーツ・レクリエーションを楽しめる環境づくり 

町民の誰もが、いつでも、どこでも、いつまでも、気軽にスポーツ・レクリエーショ

ン楽しめる環境づくりを推進します。 

○スポーツ施設の整備 

○スポーツ活動の振興 

 

≪人権教育≫ 人権尊重の精神の息づく地域社会づくり 

町民の一人ひとりが、人権の大切さを自覚し、すべての人を大切にできる差別のない

明るい地域社会づくりを推進します。 

○人権教育の推進 

 

≪文化財≫ 郷土の歴史文化を見つめ育むまちづくり 

町内の文化財について学び親しむことで町民が郷土に誇りや愛着を持ち、次世代に歴

史文化を継承していくまちづくりを推進します。 
○歴史文化の保全 
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Ⅲ 教育大綱策定後の進行管理 

 上牧町教育大綱及び（仮称）上牧町教育振興基本計画等に基づく施策の実施状況につ

いては、ＰＤＣＡサイクルによる進行管理、点検評価、見直しを行います。 

 なお、外部評価については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条の規

定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の管理執行状況について、学識経験者によ

る点検・評価を行うこととなっており、これを活用して行うものとします。 
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ACTION（改善） 

・事業の改善、見直し、廃止の検討 

・予算へのフィードバック 

PLAN（計画） 

・事業の企画立案・計画 

・次年度の予算編成 

DO（実行） 

・事業の実施 

・分野別計画の推進 

CHECK（検証） 

・施策展開状況（成果指標）の確認 

・進捗状況の確認 

・事業の評価 



資料 関係法令条文（抜粋） 

 

●地方教育行政の組織及び運営に関する法律（平成二十六年六月二十日改正） 

（大綱の策定等）  

第一条の三  地方公共団体の長は、教育基本法第十七条第一項 に規定する基本的な方

針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興

に関する総合的な施策の大綱（以下単に「大綱」という。）を定めるものとする。  

２  地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじ

め、次条第一項の総合教育会議において協議するものとする。  

３  地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを

公表しなければならない。  

４  第一項の規定は、地方公共団体の長に対し、第二十一条に規定する事務を管理し、

又は執行する権限を与えるものと解釈してはならない。  

 

 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等）  

第二十六条  教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第一項の規定により教

育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第四項の規定により事

務局職員等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況について点

検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するととも

に、公表しなければならない。  

２  教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有

する者の知見の活用を図るものとする。 

 

 

●教育基本法（平成十八年十二月二十二日法律第百二十号） 

（教育振興基本計画）  

第十七条  政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教

育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項に

ついて、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければなら

ない。  

２  地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体

における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければな

らない。 
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http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%94%aa%96%40%88%ea%93%f1%81%5a&REF_NAME=%8b%b3%88%e7%8a%ee%96%7b%96%40%91%e6%8f%5c%8e%b5%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000001700000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000001700000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000001700000000001000000000000000000


 

 

 上 牧 町 教 育 大 綱 

 
上牧町総務部政策調整課 ／ 上牧町教育委員会 

 


